
文京区景観づくり審議会区民公募委員募集要領 

 

２５文都計第１０１１９号 平成２５年１２月２７日区長決定 

２０２１文都住第８１４号 令和 ４年 ２月２２日部長決定 

 

（目的） 

第１条 この要領は、区政運営の公正と透明性の向上を図り、もって開かれた区政の実現に資するた

め、文京区景観づくり条例施行規則（平成２５年１０月文京区規則第７１号）第２５条第２号に規

定する区民等の委員を公募することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（公募する委員の数） 

第２条 公募による区民等の委員（以下「区民公募委員」という。）の数は、５人以内とする。 

（応募資格） 

第３条 区民公募委員に応募することができる者は、区の景観形成に関心があり、区の区域内に住所

を有する者であって、この要領に基づき公募を行う年度の４月１日（以下「基準日」という。）に

おいて満２０歳以上であるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、区民公募委員に応募することができない。 

 ⑴ 区議会議員 

 ⑵ 区職員 

 ⑶ 基準日において２以上の区の審議会等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の

４第３項の規定に基づき法律又は条例により設置された付属機関及び区長その他の執行機関が

その審議、協議等の結果を区政に反映させることを主な目的として条例、規則、要綱等に基づき

設置された審議会、協議会、委員会その他の合議制機関をいう。）の委員である者 

（募集方法） 

第４条  区民公募委員の募集については、区報ぶんきょう及び区ホームページに掲載することにより

行う。 

（応募方法） 

第５条 区民公募委員に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、文京区景観づくり審議

会区民公募委員申込書（別記様式。以下「申込書」という。）に作文（８００字程度）を添えて、

別に定める募集期間内により、区長に申し込むものとする。 

２  前項の作文のテーマは、「景観についての私の意見」とする。 

３ 応募者は、申込書に代えて、申込書に記載すべき必要事項及び第１項の作文の情報をもって、区

ホームページにおけるメールフォームにより応募することができる。 



（選考） 

第６条 区長は、応募した者の中から、申込書及び作文の審査並びに面接により、区民公募委員を選

考する。 

２ 前項の選考結果については、応募した者全員に通知する。 

３ 区民公募委員となった者の作文について、文京区情報公開条例（平成１２年３月文京区条例第４

号）第５条の規定による公開の請求があった場合は、当該区民公募委員となった者の作文は、氏名

を入れて公開するものとする。 

（委任） 

第７条  この要領の施行について必要な事項は、都市計画部長が定める。 

 

付 則 

この要領は、平成２６年１月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和４年２月２２日から施行する。 

 



別記様式（第 5 条関係）  

文 京 区 景 観 づ く り 審 議 会 

区 民 公 募 委 員 申 込 書                     

 

年   月   日 

ふ り が な        

氏 名 
 

住 所 

〒   － 

 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 

電話   （     ） 

FAX   （     ） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ     

職 業 
（記入は任意です） 

生 年 月 日       
年     月     日生 

（    年４月１日現在 満  歳） 

応 募 の 動 機       

                                

 

 

 

受付番号 

 


